
日本キャスティング協会競技者登録のご案内 
日本キャスティング協会 

 
 日本キャスティング協会（Japan Casting Association 略称 ＪＣＡ）は、日本を代表して、国際オリンピック
委員会（ＩＯＣ）が公認するキャスティング競技の国際統括団体である国際キャスティングスポーツ連盟（IＣSＦ）
に加盟し、キャスティング競技を日本国内に普及、発展させるために１９８１年７月に設立された組織です。 ＪＣ

Ａの公認競技会に出場し、競技記録の公認を受け、日本選手権、世界選手権への出場資格を得ようとする者は、個人

又はクラブ単位で登録しなくてはなりません。 
 
＜ＪＣＡは、次の事業を行ないます＞ 
    ○国際ルールに基づく日本ルールの制        ○競技用具の検定・認定   
    ○競技会・競技記録の公認             ○公認審判員の認定    
    ○日本選手権、ジャパンオープンの開催       ○世界選手権等国際競技会への選手派遣         

 
＜登録の方法＞ 

○競技者登録を希望する個人は、競技者個人登録申請書（２００８年度）に必要事項を全て記入し、所定の登録

料を指定の口座に振り込み、申請書を協会事務局宛に郵送またはＦＡＸ送信してください。           

○ クラブ登録、団体登録を希望される方は、協会事務局に郵送またはＦＡＸにて、クラブ登録申請書、団体登

録申請書をご請求ください。 

                  

   ○日本キャスティング協会事務局 〒154-0001 世田谷区池尻 2-17-3 湯川方  ＦＡＸ 03-3424-6762 

 

＜登録料の納入方法＞ 

   日本協会に登録申請される方は下記の口座にお振り込み下さい。 

    （郵便振替の場合）   口座番号 00180- 6- 667560    

                  口座名称 日本キャスティング協会                         

    （銀行振込の場合）   みずほ銀行 東京都庁出張所（店番号：777、母店：東京中央支店） 

                口座番号 （普通）9021165 

        口座名称  日本キャスティング協会 

  
日本キャスティング協会の競技者登録区分（２００８年度） 

 

登録区分    資          格  登 録 証  資料の送付   登  録  料  スポーツ賠償保険 

個  人 
・新規登録料 
 
・年間登録料 

2,000円 
 

5,000円 

ジュニア 

・公認競技会への参加できる。 
・記録が公認される。 
・技術表彰制度が適用される。 
・日本選手権への出場選考対象となる。 
・世界選手権への出場選考対象となる。 
・スポーツ賠償保険が適用される。 

・個人宛にメールマ

ガジン形式による

配信 
・新規登録料 
・年間登録料 

1,000円 
2,500円 

家族登録  個人の資格と同じ。 

・個人に発行 

・送付しない。 ・新規登録料 
・年間登録料 

0円 
2,000円 

・適用される。 
 
保険料は年間登録料に

含む。 

クラブ 
登 録 

・個人の資格 ＋ 
・公認競技会を開催できる。 
・団体戦にチーム出場できる。 

・個人に発行 
・クラブ代表者にメ

ールマガジン形式

による配信。 

・新規登録料  

・年間登録料 
10名まで     
11名～20名   
以降 10名毎に 

5,000円 
 

30,000円 
45,000円 
15,000円 

・適用される。 
 
保険料は年間登録料に

含む 

登録団体 
・個人の資格（賠償保険を除く）＋ 
・公認競技会を開催できる。 
・団体戦にチーム出場できる。 

・団体の会員証

を登録証とみ

なす。 

・団体代表者にメー

ルマガジン形式に

よる配信 
 

・新規登録料 
・年間登録料 

10,000円 
50,000円 

・適用されません 
競技会に出場する者は

別途保険料として 
 ５００円／年 

 
※JCAニュースは、2008年度から原則としてメールマガジンで配信します。配信の環境が整わない方には郵送等による配送を考慮します。 
※登録団体は釣を主体にする団体の一部の方がキャスティング競技会に出場される場合を想定しています。構成員、競技会出場者数に関係無く 
年間登録料は一律 50,000円／年とし、競技会に出場される選手の方には、別途 500円／年のスポーツ賠償保険に加入していただきます。 

※スポーツ賠償保険(キャスティング)の加入は、毎月２０日までに申請された方は、翌月の１日から適用になります。２０日を過ぎた場合は翌々月
の 1日から適用となってしまいます。 

 



ＪＡＰＡＮ ＣＡＳＴＩＮＧ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ 

 

 

 

                         ２００ 年  月  日 
日本キャスティング協会 御中 
 

下記のとおり２００８年度の登録を申請します。 
 
                  申請者氏名              
 

※下記の下線の部分に必要事項を記入し、該当する項目に■印を付けてください。 

※継続申請の取り扱いは、１２月２０日までに申請手続きを完了してください。１２月２０日を過ぎた場合は、１月

１日からスポーツ賠償保険が適用されないだけでなく、新規登録として取り扱い新規登録料を頂く場合があります。 

 

◎個人登録 

 １．登録の区分  □新規  □継続  □ジュニア（満１８歳未満） 

 ２．登録の番号      －   －    （継続の方は必ず記入してください。） 

 ３．フ リ ガ ナ                     

 ４．氏   名                  性 別  □男 □女 

 ５．生 年 月 日       １９  年（昭和・平成  年）  月  日生れ 

 ６．郵 便 番 号       〒   －     

 ７．住   所                                  

 ８．電 話 番 号           －    －     

 ９．ＦＡＸ番号      －    －     

 10．メールアドレス：   

◎家族登録（個人登録競技者と同居の方） 

 １．登録の区分  □新規  □継続  □ジュニア（満１８歳未満） 

 ２．登録の番号      －   －    （継続の方は必ず記入してください。） 

 ３．フ リ ガ ナ                     

 ４．氏   名                  性 別  □男 □女 

 ５．生 年 月 日       １９  年（昭和・平成  年）  月  日生れ 

  登録料（    円）は  月  日に振り込みました。（□郵便振替 □銀行振込み） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 協会使用欄（この欄には記入しないで下さい。）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１．受理年月日  ２００ 年  月  日 扱い者       

２．登 録 料  金額     円  □郵便振替 □銀行振込  □現金 

３．名簿記載日  ２００ 年  月  日 扱い者        

４．保険適用日  ２００ 年  月  日から２００９年１月１日まで 

 競 技 者 個 人 登 録 申 請 書 ２００８


